
□市民税・都民税 □固定資産税・都市計画税 □軽自動車税

□送付先を変更する □送付先変更を解除する

□一時的な居所の変更

□病院、施設等への入院・入所

□納税義務者の死亡

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※ 送付先を成年後見人等に変更する場合は、納税管理人 申告（承認申請） 書をご提出ください

□納税通知書に記載された通知書番号（番号：　　　　　　　　　　　　　　　　）

□顔写真付きの身分証明書の写し（別紙添付してください）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

清瀬市長　殿

係長

令和　　　年　　　月　　　日　から　令和　　　年　　　月　　　日　まで

市都 固都 軽自 備考処理完了日

電話番号

主査課長

氏　 名

氏   名

ふりがな納税義務者
との関係

納税義務者

現在の送付先

変更後の送付先

納税義務者との関係ふりがな

氏　 名

本 人 確 認 方 法
（ い ず れ か ）

受取人
（送付先の宛名）

納税通知書等の送付先 （変更 ・ 解除） 届出書

令和　　　年　　　月　　　日

ふりがな

〒 電話番号

　市税に関する納税通知書等の送付先について、下記のとおり届け出ます。

なお、納税義務者及び受取人の同意を得た上で届け出ていることを認めます。

対 象 の 税

届 出 の 内 容

理 由

変 更 期 間

届出者

〒

（　　　　　　） 電話番号

住所



確認事項

１　提出を要する方

　 以下に該当する方は、この届出書を提出する必要があります。

２　提出不要の方

〇固定資産税 ・ 都市計画税 （課税課固定資産税係）　042-497-2042

〇軽自動車税 （課税課市民税係）　　042-497-2040 ・ 2041

　 以下に該当する方は、この届出書の提出は不要です。

〇市内から市外に住民票の異動を伴う転出をする方（清瀬市で転出先住所を確認できるため）

３　問い合わせ先

〇市民税 ・ 都民税 （課税課市民税係）　　042-497-2040 ・ 2041

〇送付先変更 （ご自身の住所以外の場所に納税通知書等の送付を希望する）

〇住所変更 （市外に在住している方が、引越しをした）

〇氏名変更 （市外に在住している方が、婚姻等により氏名を変更した）

〇納税義務者が亡くなられた場合（相続人の代表者指定届出書を提出していただきます）

〇海外に転出する方（納税管理人を設定していただきます）

〇成年後見人等を選任する方（納税管理人を設定していただきます）


